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真心と誠意の

＊
今
＊
も
＊
将
来
＊
も

　
　
　
　
　
　

＊
老
後
＊
も
。

国
民
年
金
は
一
生
の

リ
ス
ク
の
備
え
で
す
。

　

年
金
は
老
後
に
備
え
る
も
の
っ

て
誤
解
し
て
い
ま
せ
ん
か
？

　

学
生
の
み
な
さ
ん
に
と
っ
て
も

今
の
生
活
に
関
わ
る
「
ま
さ
か
」

の
備
え
に
な
っ
て
い
ま
す
。

＊�

今
の
「
ま
さ
か
」
に
｛
障
害
基

礎
年
金
｝

　

病
気
や
け
が
な
ど
で
障
害
者
に

な
っ
た
際
に
受
け
取
る
年
金

＊�

将
来
の
「
ま
さ
か
」
に
｛
遺
族

基
礎
年
金
｝

　

一
家
の
働
き
手
が
亡
く
な
っ
た

際
に
、
家
族
や
子
ど
も
が
受
け
取

る
年
金

＊�

老
後
の
「
安
心
」
に
｛
老
齢
基

礎
年
金
｝

　

65
歳
に
な
っ
た
ら
生
活
費
の
一

部
と
し
て
受
け
取
る
年
金

◎�

時
代
の
変
化
に
合
わ
せ
て
生
活

を
支
え
ま
す
。

　

国
民
年
金
の
受
取
額
は
、
時
代

の
状
況
や
物
価
を
考
慮
し
、
生
活

に
適
し
た
額
を
給
付
し
ま
す
。
つ

ま
り
、
国
が
な
く
な
ら
な
い
限
り

確
実
に
受
け
取
れ
る
し
く
み
に

な
っ
て
い
ま
す
。

◎�

保
険
料
は
か
な
ら
ず
納
め
る
。

そ
れ
が
日
本
の
ル
ー
ル
で
す
。

　

国
民
年
金
の
保
険
料
は
、「
20

歳
に
な
っ
た
ら
必
ず
納
め
な
け
れ

ば
い
け
な
い
」
こ
と
が
法
律
で
決

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
し
保
険
料

を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、

障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金

が
受
け
取
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　

も
し
、
経
済
的
な
理
由
で
保
険

料
を
納
め
ら
れ
な
い
と
き
は
、「
国

民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予

申
請
書
」
を
学
生
の
方
は
「
学
生

納
付
特
例
申
請
書
」
を
住
民
票
上

の
住
所
地
に
提
出
し
ま
す
。

　

申
請
免
除
・
納
付
猶
予
等
の
申

請
は
、
過
去
２
年
１
カ
月
分
を

遡
っ
て
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
１
枚
の
申
請
書
に
つ
き
１
年

度
分
の
申
請
と
な
り
ま
す
。
一
般

の
申
請
免
除
は
（
７
月
か
ら
翌
年

６
月
ま
で
）
ま
た
、
学
生
の
免
除

申
請
は
（
４
月
か
ら
翌
年
３
月
ま

で
）
の
期
間
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
役
場
の
国
民
年
金
担
当

窓
口
で
、
平
成
29
年
７
月
３
日
か

ら
、
平
成
29
年
度
の
免
除
申
請
の

受
付
を
開
始
し
て
い
ま
す
。
申
請

書
は
窓
口
に
備
え
て
あ
り
ま
す
。

障
害
者
委
託
訓
練
生
募
集

●�

訓
練
内
容
＝
介
護
職
員
初
任
者

研
修
課
程

●�
訓
練
期
間
＝
３
か
月
（
土
・
日
・

祝
は
休
み
）

平
成
29
年
11
月
９
日
（
木
）
～
平

成
30
年
２
月
８
日
（
木
）

●�

募
集
期
間
＝
平
成
29
年
９
月
19

日
（
火
）
～
平
成
29
年
10
月
13

日
（
金
）

●�

定
員
＝
８
人

●�

問
い
合
わ
せ
先
＝
最
寄
の
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
（
参
考
：
鹿
屋
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
）

　
☎
０
９
９
４

－

42

－

４
１
３
５

特
設
人
権
相
談
所
の 

開
設
に
つ
い
て

　

特
設
人
権
相
談
所
を
田
代
支
所

1
階
会
議
室
で
左
記
の
日
程
で
開

設
し
ま
す
。

　

家
庭
内
の
も
め
ご
と
や
近
隣
所

と
の
ト
ラ
ブ
ル
、
い
じ
め
や
差
別

な
ど
の
問
題
で
お
困
り
の
方
は
、

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※ 

相
談
は
無
料
で
秘
密
は
固
く
守

ら
れ
ま
す
。

●�

日
時
＝
平
成
29
年
８
月
17
日

（
木
）午
前
10
時
か
ら
午
後
３
時

消
費
税
軽
減
税
率
制
度 

説
明
会
の
ご
案
内

　

鹿
屋
税
務
署
で
は
、
個
人
事
業

者
の
方
を
対
象
と
し
て
、
消
費
税

の
軽
減
税
率
制
度
に
関
す
る
説
明

会
を
開
催
し
ま
す
。
多
く
の
事
業

者
の
方
に
関
係
あ
る
制
度
で
す
の

で
、
是
非
、
お
越
し
く
だ
さ
い
。

○
消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
は
平

成
31
年
10
月
１
日
か
ら
の
消
費
税

10
％
へ
の
引
き
上
げ
と
同
時
に
実

施
さ
れ
ま
す
。

【
日
時
】

　

 

平
成
29
年
10
月
17
日
（
火
）

　

10
時
～
11
時
30
分
、

　

14
時
～
15
時
30
分

　

平
成
29
年
10
月
18
日
（
水
）

　

10
時
～
11
時
30
分

【
場
所
】

　

 

鹿
屋
税
務
署
４
階
共
用
会
議
室

（
鹿
屋
市
西
原
４
丁
目
５
‐
１
）

※ 

参
加
の
際
は
事
前
に
左
記
、
窓

口
へ
お
申
込
み
願
い
ま
す
。
会

場
の
席
数
に
限
り
（
50
席
）
が

あ
り
、
募
集
を
打
ち
切
ら
せ
て

い
た
だ
く
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す

の
で
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

（
申
し
込
み
・
お
問
合
せ
窓
口
）

　

鹿
屋
税
務
署　

総
務
課

　
☎
０
９
９
４

－
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－

３
１
２
７

年金だより　

国民年金ちょっと解説。

住 民 税 務 課 電話�0994-22-3039
住 民 生 活 課 電話�0994-25-2511
鹿屋年金事務所 電話�0994-42-5121

お
知
ら
せ

12広報


